
※残りの有効期間は切捨てとなり、旅券番号が変わります。

（１）有効期間の残りが１年未満になった場合

（２）旅券の記載事項（氏名や本籍の都道府県）に変更があり、新たな旅券とする場合

※有効期間を返納旅券の残存有効期間と同一とする、残存有効期間同一旅券の申請手続きもあります。（旅券番号も変わります）

（３）旅券の査証欄に余白がなくなった場合

※有効期間を返納旅券の残存有効期間と同一とする、残存有効期間同一旅券の申請手続きもあります。（旅券番号も変わります）

（４）有効旅券を損傷した場合 ※事前に旅券窓口にお問い合わせください。

※上記以外で査証(ビザ)取得のため等で新たな旅券が必要な場合は事前に旅券窓口にお問い合わせください。

※居所申請の方、刑罰等関係欄に該当のある方、有効旅券を紛失・盗難・焼失された方、

有効旅券を損傷された方は、代理人による提出はできません。

代理提出の際、次の書類が必要です。

（１）本人が申請する際に必要な書類（表紙の１～６） ※ 本人確認書類は必ず原本を預かってきてください。

（２）申請書類等提出委任申出書（申請書裏面）

（３）代理人の本人確認書類（表紙の「４．本人確認書類」①または②のうちいずれか１点）

※申請書表面の「所持人自署」欄、「刑罰等関係」欄、裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄（点線より上）は、

必ず申請者本人が記入(直筆)してください。

※代理人は、申請内容に関する質問に対して的確に答えられることが必要です。

※1度に 10件以上申請する場合は必ず事前に旅券窓口に連絡してください。（電話連絡可）

法定代理人署名が必要です。申請書裏面「法定代理人署名」欄に親権者（父又は母）が署名してください。

なお、親権者が遠隔地に在住していて申請書裏面に署名できないときは、親権者の署名（直筆）がある「同

意書」（指定様式で窓口にあります）を提出してください。

一時帰国者及び県外に住民登録している方で県内に居所がある方は、例外的に県内の旅券窓口で申請できる場

合があります。旅券窓口へお問い合わせください。なお、県外に住民登録している方は必ず住民票が必要です。

特別な手続きが必要になります。事前に県旅券室（TEL：054-221-3755）へお問い合わせください。

（１）旅旅券券のの受受取取りりににはは必必ずずごご本本人人がが申申請請さされれたた窓窓口口へへおお越越ししくくだだささいい。。（（代代理理ででのの受受取取りりははででききまませせんん。。））

（２）申請から旅券の受取りまでの日数

申請日から、申請日を含み土曜日、日曜日、祝日等休日及び年末年始を除いた８日目以降です。

（３）旅券発行日から６か月以内に受取りされない場合、その旅券は失効します。

その場合、次回の申請で別途手続き及び通常より 6,000円高い手数料が必要になる場合があります。

（４）手数料…旅券受取り時に、申請日の年齢に応じた金額を収入印紙と静岡県収入証紙（県証紙）で納めていただ

きます。

（年齢は誕生日の１日前に１歳加算されます。）

・ビザ（査証）に関するお問い合わせは、各国大使館（領事館）へ直接、又は旅行会社を通じて行ってください。

・・入入国国時時にに旅旅券券のの有有効効期期間間のの残残りりがが一一定定期期間間必必要要なな国国ももあありりまますすののででごご注注意意くくだだささいい。。

申申請請とと受受取取りりななどどににつついいててののごご注注意意

【【未未成成年年者者（（1188歳歳未未満満））のの申申請請】】

【【居居所所申申請請】】

【【「「刑刑罰罰等等関関係係欄欄」」にに該該当当すするる方方のの申申請請】】

【【旅旅券券のの受受取取りりににつついいててののごご注注意意】】

区分
18 歳以上（選択可能） 12 歳から 17歳 11 歳以下

10 年旅券 5年旅券 5年旅券 5年旅券

収 入 印 紙 14,000 円 9,000 円 9,000 円 4,000 円

県 証 紙 2,000 円 2,000 円 2,000 円 2,000 円

合 計 16,000 円 11,000 円 11,000 円 6,000 円

【【旅旅券券のの有有効効期期間間内内にに申申請請ででききるる場場合合】】

【【代代理理提提出出】】

令和6年4月現在

旅旅券券窓窓口口 申請 受取り 電話番号

下田市 市民保健課 ○ ○ 〒415-8501 下田市東本郷1丁目5-18 0558-22-2215
東伊豆町 住民福祉課 ○ ○ 〒413-0411 東伊豆町稲取3354 0557-95-6203
河津町 町民生活課 ○ ○ 〒413-0595 河津町田中212-2 0558-34-1932
南伊豆町 町民課 ○ ○ 〒415-0392 南伊豆町下賀茂315-1 0558-62-6222
松崎町 窓口税務課 ○ ○ 〒410-3696 松崎町宮内301-1 0558-42-3968
西伊豆町 窓口税務課 ○ ○ 〒410-3514 西伊豆町仁科401-1 0558-52-1112

市民課 ○ ○ 〒410-8601 沼津市御幸町16-1 055-934-4772
原市民窓口事務所 ○ ‐ 〒410-0312 沼津市原1200-3 055-966-1001
浮島市民窓口事務所 ○ ‐ 〒410-0318 沼津市平沼375-1 055-966-2009
愛鷹市民窓口事務所 ○ ‐ 〒410-0304 沼津市東原358-1 055-966-2490
片浜市民窓口事務所 ○ ‐ 〒410-0873 沼津市大諏訪46-1 055-962-2083
金岡市民窓口事務所 ○ ‐ 〒410-0049 沼津市江原町3-1 055-921-2084
大岡市民窓口事務所 ○ ‐ 〒410-0022 沼津市大岡2357-1 055-921-2085
静浦市民窓口事務所 ○ ‐ 〒410-0104 沼津市獅子浜34 055-931-3004
内浦市民窓口事務所 ○ ‐ 〒410-0223 沼津市内浦三津249-3 055-943-2044
西浦市民窓口事務所 ○ ‐ 〒410-0235 沼津市西浦立保22-1 055-942-2002
大平市民窓口事務所 ○ ‐ 〒410-0821 沼津市大平2197-1 055-934-3290
戸田市民窓口事務所 ○ ‐ 〒410-3402 沼津市戸田1294-3 0558-94-3111

熱海市 市民生活課 ○ ○ 〒413-8550 熱海市中央町1-1 0557-86-6254
三島市 市民課 ○ ○ 〒411-8666 三島市北田町4-47 055-983-2602
富士宮市 市民課 ○ ○ 〒418-8601 富士宮市弓沢町150 0544-22-1134
伊東市 市民課 ○ ○ 〒414-8555 伊東市大原2丁目1-1 0557-32-1351
富士市 市民課 ○ ○ 〒417-8601 富士市永田町1丁目100 0545-55-2895
御殿場市 情報公開コーナー（本庁舎１階） ○ ○ 〒412-8601 御殿場市萩原483 0550-83-4363

市民課 ○ ○ 〒410-1192 裾野市佐野1059 055-995-1812
富岡支所 ○ ‐ 〒410-1107 裾野市御宿680-1 055-997-0062
深良支所 ○ ‐ 〒410-1102 裾野市深良657 055-992-0400
須山支所 ○ ‐ 〒410-1231 裾野市須山1593-12 055-998-0002

伊豆市 市民課 ○ ○ 〒410-2413 伊豆市小立野38-2 0558-72-9855
伊豆の国市 市民課（伊豆長岡庁舎） ○ ○ 〒410-2292 伊豆の国市長岡340-1 055-948-2901
函南町 住民課 ○ ○ 〒419-0192 函南町平井717-13 055-979-8110
清水町 住民課 ○ ○ 〒411-8650 清水町堂庭210-1 055-981-8208
長泉町 住民窓口課 ○ ○ 〒411-8668 長泉町中土狩828 055-989-5509

住民福祉課 ○ ○ 〒410-1395 小山町藤曲57-2 0550-76-6101
足柄支所 ○ ‐ 〒410-1313 小山町竹之下1311-７ 0550-76-0134
北郷支所 ○ ‐ 〒410-1326 小山町用沢188-1 0550-78-0502
須走支所 ○ ‐ 〒410-1431 小山町須走267-6 0550-75-2211
葵区役所戸籍住民課 ○ ○ 〒420-8602 054-221-1061
駿河区役所戸籍住民課 ○ ○ 〒422-8550 054-287-8611
清水区役所戸籍住民課 ○ ○ 〒424-8701 054-354-2126
市民課 ○ ○ 〒427-8501 島田市中央町1-1 0547-36-7194
金谷支所 ○ ○ 〒428-8650 島田市金谷代官町3400 0547-46-3566

焼津市 市民課 ○ ○ 〒425-8502 焼津市本町2丁目16-32 054-626-1116
藤枝市 市民課 ○ ○ 〒426-8722 藤枝市岡出山1丁目11-1 054-643-3123
牧之原市 市民課(相良庁舎） ○ ○ 〒421-0592 牧之原市相良275 0548-53-2604
吉田町 町民課 ○ ○ 〒421-0395 吉田町住吉87 0548-33-2101
川根本町 税務住民課 ○ ○ 〒428-0313 川根本町上長尾627 0547-56-2222

中央区役所区民生活課 ○ ○ 〒430-8652 053-457-2870
浜名区役所北行政センター ○ ○ 〒431-1395 053-523-1116
浜名区役所区民生活課 ○ ○ 〒434-8550 053-585-1111

磐田市 市民課 ○ ○ 〒438-8650 磐田市国府台3-1 0538-37-4816
市民課 ○ ○ 〒436-8650 掛川市長谷1丁目1-1 0537-21-1141
大東支所 ○ ○ 〒437-1416 掛川市三俣620 0537-72-1118
大須賀支所 ○ ○ 〒437-1393 掛川市西大渕100 0537-48-1003
市民課 ○ ○ 〒437-8666 袋井市新屋1丁目1-1 0538-44-3112
浅羽支所 ○ ○ 〒437-1192 袋井市浅名1028 0538-23-9211
市民課 ○ ○ 〒431-0492 湖西市吉美3268 053-576-4531
新居支所 ○ ○ 〒431-0395 湖西市新居町浜名519-1 053-594-1115

御前崎市 市民課 ○ ○ 〒437-1692 御前崎市池新田5585 0537-85-1117
菊川市 市民課 ○ ○ 〒439-8650 菊川市堀之内61 0537-35-0905
森町 住民生活課 ○ ○ 〒437-0293 森町森2101-1 0538-85-6312

静静岡岡県県旅旅券券窓窓口口一一覧覧
所在地

静岡市葵区追手町5-1
静岡市駿河区南八幡町10-40
静岡市清水区旭町6-8

浜松市中央区元城町103-2
浜松市浜名区細江町気賀305
浜松市浜名区貴布祢3000

受付時間は、窓口により異なりますので、直接市町の旅券窓口にお問い合わせください。

裾野市
※支所では、旅券を初めて
申請する方のみ申請できま
す。

小山町

静岡市

島田市

浜松市

掛川市

袋井市

湖西市

沼津市
※市民窓口事務所では、旅
券を初めて申請する方のみ
申請できます。

●この「ごあんない」は、次の場合の旅券発給申請の内容です。

①旅券を初めて申請する場合

②前の旅券が期限切れの場合

③有効期間の残りが１年未満となった場合

④旅券の査証欄に余白がなくなった場合

⑤旅券の記載事項（氏名・本籍地）に変更のあった場合

※これ以外の旅券発給申請や有効中の旅券を紛失された場合

の届出等の手続きは、旅券窓口にお問い合わせください。

●静岡県内の窓口で旅券を申請できるのは、原則として

静静岡岡県県内内にに住住民民登登録録ししてていいるる方方です。

申申請請にに必必要要なな書書類類 ◆◆申申請請はは県県内内各各市市町町のの旅旅券券窓窓口口でですす。。

11 一一般般旅旅券券発発給給申申請請書書 ll

・10 年用と 5年用の２種類があります。（18 歳未満の方は 5年用のみ申請できます。）

・用紙は旅券窓口にあります。（申請者本人の記入欄（直筆）があります）

・書き方は記入例（裏）を参考にしてください。

・ダウンロード申請書で申請することもできます。詳しい利用方法は外務省ホームページ

（「パスポート申請書ダウンロード」で検索）をご覧ください。

l22 戸戸籍籍謄謄本本････････････････････11通通

(全部事項証明書)
※※記記載載内内容容がが最最新新でで発発行行日日かからら６６かか月月
以以内内ののもものの

・有有効効中中のの旅旅券券をを新新ししいい旅旅券券にに切切りり替替ええるる場場合合でで、、氏氏名名やや本本籍籍のの都都道道府府県県名名にに変変更更ののなないい方方

はは、、原原則則省省略略ででききまますす。。変更のある方で、戸籍謄本では変更の経緯が確認できない場合、

併せて原戸籍や除籍謄本が必要となることがあります。

・同一戸籍内にある複数人が同時に申請する場合は戸戸籍籍謄謄本本１１通通で共用できます。

33 写写真真････････････････････････････１１枚枚

※※申申請請日日前前 66 かか月月以以内内にに撮撮影影さされれたたもものの

※※貼貼ららずずににおお持持ちちくくだだささいい。。

・無無背背景景（（影影・・柄柄・・ググララデデーーシショョンンななしし））・・無無帽帽・・正正面面向向きき

・申請者本人のみの写真 ・ふちなしで左図の各寸法を満たすもの

・写真はそのまま旅券に転写されます。（カラー・白黒どちらも可）

※※旅旅券券はは海海外外ににおおいいてて唯唯一一のの国国際際的的身身分分証証明明書書でであありり、、旅旅券券のの写写真真はは本本人人確確認認ををすするる上上でで重重

要要ととななりりまますす。。規規格格外外のの写写真真ななどど不不適適当当なな写写真真はは受受付付ででききまませせんん。。

また、受付後、審査によって写真の撮り直しをお願いする場合があります。

※ボックス写真機で撮影する場合は規格にあうよう十分注意してください。

44 本本人人確確認認書書類類･･････①①又又はは②② l
※※有有効効中中のの原原本本（（ココピピーー不不可可））

※※記記載載内内容容がが正正ししいいもものの

（変更事項があれば訂正済であること）

※代理人が提出する場合は、申請

者・代理人それぞれの本人確認

書類が必要です。

※申請日現在、小学生以下の方は、

｢法定代理人（親権者）の本人確

認書類（①又は②）｣でもかまい

ません。

※該当する書類がない方は、事前

に各市町旅券窓口にお問い合わ

せください。

① 次のものから１点

② ①がない場合は次のものから２点(ア＋ア)又は(ア＋イ） ※（イ＋イ）は不可

55 前前回回取取得得ししたた旅旅券券 lll ・有効期間内の旅券を切り替える場合、有効旅券の提出がないと申請できません。

・過去に旅券を取得した方は、失効していても、その旅券をお持ちください。

ア

(写真が貼られて

いないもの)

○国民健康保険証、健康保険証、船員保険証、共済組合員証

○国民年金・厚生年金の手帳又は証書、船員保険年金証書、

○納税証明書又は源泉徴収票（直近のもの）

○共済年金・恩給証書 ○実印と印鑑登録証明書

○本籍地の市町村発行の身分証明書

イ

(写真が貼られて

いるもの)

○会社の身分証明書（写真付） ○学生証、生徒手帳

○公の機関が発行した資格証明書（写真付）○失効旅券

○療育手帳

＜＜不不適適当当なな写写真真例例＞＞ ※写真の規格は国際規格に従い定められています。

×左図の規格に合わない ×化粧・服装等により本人確認が困難

×ピンボケ等で不鮮明 ×変色、汚れやキズがある ×画像に修正を加えた

×目元がはっきりしない（眼鏡のレンズに光が反射、眼鏡のフレームが目にかかって

いる、髪が目にかかっている等） ×カラーコンタクトや瞳を大きく見せるコンタ

クトを装着 ×頭髪、着衣と背景が同一色で境目が不明瞭 ×背景に影・柄がある、

均一でない、椅子などが写っている ×ヘアバンド、マスクなどで頭部や顔を覆っ

ている×髪や衣服で頬や顎等の顔の輪郭が隠れている ×顔に影がある

×平常の表情と大きく異なる（笑顔で歯が見える･口角があがる･目を細める等）

×斜め上から撮るなど正面から撮影していない

◎日本国旅券（有効旅券又は失効後６か月以内のもの） ◎運転免許証

◎船員手帳 ◎海技免状 ◎マイナンバーカード（個人番号カード）

◎住民基本台帳カード（写真付） ◎猟銃・空気銃所持許可証

◎宅地建物取引士証 ◎電気工事士免状 ◎無線従事者免許証

◎官公庁職員身分証明書（写真付）◎身体障害者手帳（写真貼替防止あり）

◎運転経歴証明書（平成 24 年４月以降発行のもの）

静岡県パスポート(旅券)
申請のごあんない
(紙申請用) 2024年4月1日現在

●この「ごあんない」は、次の場合の旅券発給申請の内容です。

①旅券を初めて申請する場合

②前の旅券が期限切れの場合

③有効期間の残りが１年未満となった場合

④旅券の査証欄に余白がなくなった場合

⑤旅券の記載事項（氏名・本籍地）に変更のあった場合

※これ以外の旅券発給申請や有効中の旅券を紛失された場合

の届出等の手続きは、旅券窓口にお問い合わせください。

●静岡県内の窓口で旅券を申請できるのは、原則として

静静岡岡県県内内にに住住民民登登録録ししてていいるる方方です。

申申請請にに必必要要なな書書類類 ◆◆申申請請はは県県内内各各市市町町のの旅旅券券窓窓口口でですす。。
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・10 年用と 5年用の２種類があります。（18 歳未満の方は 5年用のみ申請できます。）

・用紙は旅券窓口にあります。（申請者本人の記入欄（直筆）があります）

・書き方は記入例（裏）を参考にしてください。

・ダウンロード申請書で申請することもできます。詳しい利用方法は外務省ホームページ

（「パスポート申請書ダウンロード」で検索）をご覧ください。

l22 戸戸籍籍謄謄本本････････････････････11通通

(全部事項証明書)
※※記記載載内内容容がが最最新新でで発発行行日日かからら６６かか月月
以以内内ののもものの

・有有効効中中のの旅旅券券をを新新ししいい旅旅券券にに切切りり替替ええるる場場合合でで、、氏氏名名やや本本籍籍のの都都道道府府県県名名にに変変更更ののなないい方方

はは、、原原則則省省略略ででききまますす。。変更のある方で、戸籍謄本では変更の経緯が確認できない場合、

併せて原戸籍や除籍謄本が必要となることがあります。

・同一戸籍内にある複数人が同時に申請する場合は戸戸籍籍謄謄本本１１通通で共用できます。

33 写写真真････････････････････････････１１枚枚

※※申申請請日日前前 66 かか月月以以内内にに撮撮影影さされれたたもものの

※※貼貼ららずずににおお持持ちちくくだだささいい。。

・無無背背景景（（影影・・柄柄・・ググララデデーーシショョンンななしし））・・無無帽帽・・正正面面向向きき

・申請者本人のみの写真 ・ふちなしで左図の各寸法を満たすもの

・写真はそのまま旅券に転写されます。（カラー・白黒どちらも可）

※※旅旅券券はは海海外外ににおおいいてて唯唯一一のの国国際際的的身身分分証証明明書書でであありり、、旅旅券券のの写写真真はは本本人人確確認認ををすするる上上でで重重

要要ととななりりまますす。。規規格格外外のの写写真真ななどど不不適適当当なな写写真真はは受受付付ででききまませせんん。。

また、受付後、審査によって写真の撮り直しをお願いする場合があります。

※ボックス写真機で撮影する場合は規格にあうよう十分注意してください。

44 本本人人確確認認書書類類･･････①①又又はは②② l
※※有有効効中中のの原原本本（（ココピピーー不不可可））

※※記記載載内内容容がが正正ししいいもものの

（変更事項があれば訂正済であること）

※代理人が提出する場合は、申請

者・代理人それぞれの本人確認

書類が必要です。

※申請日現在、小学生以下の方は、

｢法定代理人（親権者）の本人確

認書類（①又は②）｣でもかまい

ません。

※該当する書類がない方は、事前

に各市町旅券窓口にお問い合わ

せください。

① 次のものから１点

② ①がない場合は次のものから２点(ア＋ア)又は(ア＋イ） ※（イ＋イ）は不可

55 前前回回取取得得ししたた旅旅券券 lll ・有効期間内の旅券を切り替える場合、有効旅券の提出がないと申請できません。

・過去に旅券を取得した方は、失効していても、その旅券をお持ちください。

ア

(写真が貼られて

いないもの)

○国民健康保険証、健康保険証、船員保険証、共済組合員証

○国民年金・厚生年金の手帳又は証書、船員保険年金証書、

○納税証明書又は源泉徴収票（直近のもの）

○共済年金・恩給証書 ○実印と印鑑登録証明書

○本籍地の市町村発行の身分証明書

イ

(写真が貼られて

いるもの)

○会社の身分証明書（写真付） ○学生証、生徒手帳

○公の機関が発行した資格証明書（写真付）○失効旅券

○療育手帳

＜＜不不適適当当なな写写真真例例＞＞ ※写真の規格は国際規格に従い定められています。

×左図の規格に合わない ×化粧・服装等により本人確認が困難

×ピンボケ等で不鮮明 ×変色、汚れやキズがある ×画像に修正を加えた

×目元がはっきりしない（眼鏡のレンズに光が反射、眼鏡のフレームが目にかかって

いる、髪が目にかかっている等） ×カラーコンタクトや瞳を大きく見せるコンタ

クトを装着 ×頭髪、着衣と背景が同一色で境目が不明瞭 ×背景に影・柄がある、

均一でない、椅子などが写っている ×ヘアバンド、マスクなどで頭部や顔を覆っ

ている×髪や衣服で頬や顎等の顔の輪郭が隠れている ×顔に影がある

×平常の表情と大きく異なる（笑顔で歯が見える･口角があがる･目を細める等）

×斜め上から撮るなど正面から撮影していない

◎日本国旅券（有効旅券又は失効後６か月以内のもの） ◎運転免許証

◎船員手帳 ◎海技免状 ◎マイナンバーカード（個人番号カード）

◎住民基本台帳カード（写真付） ◎猟銃・空気銃所持許可証

◎宅地建物取引士証 ◎電気工事士免状 ◎無線従事者免許証

◎官公庁職員身分証明書（写真付）◎身体障害者手帳（写真貼替防止あり）

◎運転経歴証明書（平成 24 年４月以降発行のもの）

静岡県パスポート(旅券)
申請のごあんない
(紙申請用) 2024年4月1日現在

●この「ごあんない」は、次の場合の旅券発給申請の内容です。

①旅券を初めて申請する場合

②前の旅券が期限切れの場合

③有効期間の残りが１年未満となった場合

④旅券の査証欄に余白がなくなった場合

⑤旅券の記載事項（氏名・本籍地）に変更のあった場合

※これ以外の旅券発給申請や有効中の旅券を紛失された場合

の届出等の手続きは、旅券窓口にお問い合わせください。

●静岡県内の窓口で旅券を申請できるのは、原則として

静静岡岡県県内内にに住住民民登登録録ししてていいるる方方です。

申申請請にに必必要要なな書書類類 ◆◆申申請請はは県県内内各各市市町町のの旅旅券券窓窓口口でですす。。
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・10 年用と 5年用の２種類があります。（18 歳未満の方は 5年用のみ申請できます。）

・用紙は旅券窓口にあります。（申請者本人の記入欄（直筆）があります）

・書き方は記入例（裏）を参考にしてください。

・ダウンロード申請書で申請することもできます。詳しい利用方法は外務省ホームページ

（「パスポート申請書ダウンロード」で検索）をご覧ください。

l22 戸戸籍籍謄謄本本････････････････････11通通

(全部事項証明書)
※※記記載載内内容容がが最最新新でで発発行行日日かからら６６かか月月
以以内内ののもものの

・有有効効中中のの旅旅券券をを新新ししいい旅旅券券にに切切りり替替ええるる場場合合でで、、氏氏名名やや本本籍籍のの都都道道府府県県名名にに変変更更ののなないい方方

はは、、原原則則省省略略ででききまますす。。変更のある方で、戸籍謄本では変更の経緯が確認できない場合、

併せて原戸籍や除籍謄本が必要となることがあります。

・同一戸籍内にある複数人が同時に申請する場合は戸戸籍籍謄謄本本１１通通で共用できます。

33 写写真真････････････････････････････１１枚枚

※※申申請請日日前前 66 かか月月以以内内にに撮撮影影さされれたたもものの

※※貼貼ららずずににおお持持ちちくくだだささいい。。

・無無背背景景（（影影・・柄柄・・ググララデデーーシショョンンななしし））・・無無帽帽・・正正面面向向きき

・申請者本人のみの写真 ・ふちなしで左図の各寸法を満たすもの

・写真はそのまま旅券に転写されます。（カラー・白黒どちらも可）

※※旅旅券券はは海海外外ににおおいいてて唯唯一一のの国国際際的的身身分分証証明明書書でであありり、、旅旅券券のの写写真真はは本本人人確確認認ををすするる上上でで重重

要要ととななりりまますす。。規規格格外外のの写写真真ななどど不不適適当当なな写写真真はは受受付付ででききまませせんん。。

また、受付後、審査によって写真の撮り直しをお願いする場合があります。

※ボックス写真機で撮影する場合は規格にあうよう十分注意してください。

44 本本人人確確認認書書類類･･････①①又又はは②② l
※※有有効効中中のの原原本本（（ココピピーー不不可可））

※※記記載載内内容容がが正正ししいいもものの

（変更事項があれば訂正済であること）

※代理人が提出する場合は、申請

者・代理人それぞれの本人確認

書類が必要です。

※申請日現在、小学生以下の方は、

｢法定代理人（親権者）の本人確

認書類（①又は②）｣でもかまい

ません。

※該当する書類がない方は、事前

に各市町旅券窓口にお問い合わ

せください。

① 次のものから１点

② ①がない場合は次のものから２点(ア＋ア)又は(ア＋イ） ※（イ＋イ）は不可

55 前前回回取取得得ししたた旅旅券券 lll ・有効期間内の旅券を切り替える場合、有効旅券の提出がないと申請できません。

・過去に旅券を取得した方は、失効していても、その旅券をお持ちください。

ア

(写真が貼られて

いないもの)

○国民健康保険証、健康保険証、船員保険証、共済組合員証

○国民年金・厚生年金の手帳又は証書、船員保険年金証書、

○納税証明書又は源泉徴収票（直近のもの）

○共済年金・恩給証書 ○実印と印鑑登録証明書

○本籍地の市町村発行の身分証明書

イ

(写真が貼られて

いるもの)

○会社の身分証明書（写真付） ○学生証、生徒手帳

○公の機関が発行した資格証明書（写真付）○失効旅券

○療育手帳

＜＜不不適適当当なな写写真真例例＞＞ ※写真の規格は国際規格に従い定められています。

×左図の規格に合わない ×化粧・服装等により本人確認が困難

×ピンボケ等で不鮮明 ×変色、汚れやキズがある ×画像に修正を加えた

×目元がはっきりしない（眼鏡のレンズに光が反射、眼鏡のフレームが目にかかって

いる、髪が目にかかっている等） ×カラーコンタクトや瞳を大きく見せるコンタ

クトを装着 ×頭髪、着衣と背景が同一色で境目が不明瞭 ×背景に影・柄がある、

均一でない、椅子などが写っている ×ヘアバンド、マスクなどで頭部や顔を覆っ

ている×髪や衣服で頬や顎等の顔の輪郭が隠れている ×顔に影がある

×平常の表情と大きく異なる（笑顔で歯が見える･口角があがる･目を細める等）

×斜め上から撮るなど正面から撮影していない

◎日本国旅券（有効旅券又は失効後６か月以内のもの） ◎運転免許証

◎船員手帳 ◎海技免状 ◎マイナンバーカード（個人番号カード）

◎住民基本台帳カード（写真付） ◎猟銃・空気銃所持許可証

◎宅地建物取引士証 ◎電気工事士免状 ◎無線従事者免許証

◎官公庁職員身分証明書（写真付）◎身体障害者手帳（写真貼替防止あり）

◎運転経歴証明書（平成 24 年４月以降発行のもの）

静岡県パスポート(旅券)
申請のごあんない
(紙申請用) 2024年4月1日現在

●この「ごあんない」は、次の場合の旅券発給申請の内容です。

①旅券を初めて申請する場合

②前の旅券が期限切れの場合

③有効期間の残りが１年未満となった場合

④旅券の査証欄に余白がなくなった場合

⑤旅券の記載事項（氏名・本籍地）に変更のあった場合

※これ以外の旅券発給申請や有効中の旅券を紛失された場合

の届出等の手続きは、旅券窓口にお問い合わせください。

●静岡県内の窓口で旅券を申請できるのは、原則として

静静岡岡県県内内にに住住民民登登録録ししてていいるる方方です。

申申請請にに必必要要なな書書類類 ◆◆申申請請はは県県内内各各市市町町のの旅旅券券窓窓口口でですす。。
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・10 年用と 5年用の２種類があります。（18 歳未満の方は 5年用のみ申請できます。）

・用紙は旅券窓口にあります。（申請者本人の記入欄（直筆）があります）

・書き方は記入例（裏）を参考にしてください。

・ダウンロード申請書で申請することもできます。詳しい利用方法は外務省ホームページ

（「パスポート申請書ダウンロード」で検索）をご覧ください。

l22 戸戸籍籍謄謄本本････････････････････11通通

(全部事項証明書)
※※記記載載内内容容がが最最新新でで発発行行日日かからら６６かか月月
以以内内ののもものの

・有有効効中中のの旅旅券券をを新新ししいい旅旅券券にに切切りり替替ええるる場場合合でで、、氏氏名名やや本本籍籍のの都都道道府府県県名名にに変変更更ののなないい方方

はは、、原原則則省省略略ででききまますす。。変更のある方で、戸籍謄本では変更の経緯が確認できない場合、

併せて原戸籍や除籍謄本が必要となることがあります。

・同一戸籍内にある複数人が同時に申請する場合は戸戸籍籍謄謄本本１１通通で共用できます。

33 写写真真････････････････････････････１１枚枚

※※申申請請日日前前 66 かか月月以以内内にに撮撮影影さされれたたもものの

※※貼貼ららずずににおお持持ちちくくだだささいい。。

・無無背背景景（（影影・・柄柄・・ググララデデーーシショョンンななしし））・・無無帽帽・・正正面面向向きき

・申請者本人のみの写真 ・ふちなしで左図の各寸法を満たすもの

・写真はそのまま旅券に転写されます。（カラー・白黒どちらも可）

※※旅旅券券はは海海外外ににおおいいてて唯唯一一のの国国際際的的身身分分証証明明書書でであありり、、旅旅券券のの写写真真はは本本人人確確認認ををすするる上上でで重重

要要ととななりりまますす。。規規格格外外のの写写真真ななどど不不適適当当なな写写真真はは受受付付ででききまませせんん。。

また、受付後、審査によって写真の撮り直しをお願いする場合があります。

※ボックス写真機で撮影する場合は規格にあうよう十分注意してください。

44 本本人人確確認認書書類類･･････①①又又はは②② l
※※有有効効中中のの原原本本（（ココピピーー不不可可））

※※記記載載内内容容がが正正ししいいもものの

（変更事項があれば訂正済であること）

※代理人が提出する場合は、申請

者・代理人それぞれの本人確認

書類が必要です。

※申請日現在、小学生以下の方は、

｢法定代理人（親権者）の本人確

認書類（①又は②）｣でもかまい

ません。

※該当する書類がない方は、事前

に各市町旅券窓口にお問い合わ

せください。

① 次のものから１点

② ①がない場合は次のものから２点(ア＋ア)又は(ア＋イ） ※（イ＋イ）は不可

55 前前回回取取得得ししたた旅旅券券 lll ・有効期間内の旅券を切り替える場合、有効旅券の提出がないと申請できません。

・過去に旅券を取得した方は、失効していても、その旅券をお持ちください。

ア

(写真が貼られて

いないもの)

○国民健康保険証、健康保険証、船員保険証、共済組合員証

○国民年金・厚生年金の手帳又は証書、船員保険年金証書、

○納税証明書又は源泉徴収票（直近のもの）

○共済年金・恩給証書 ○実印と印鑑登録証明書

○本籍地の市町村発行の身分証明書

イ

(写真が貼られて

いるもの)

○会社の身分証明書（写真付） ○学生証、生徒手帳

○公の機関が発行した資格証明書（写真付）○失効旅券

○療育手帳

＜＜不不適適当当なな写写真真例例＞＞ ※写真の規格は国際規格に従い定められています。

×左図の規格に合わない ×化粧・服装等により本人確認が困難

×ピンボケ等で不鮮明 ×変色、汚れやキズがある ×画像に修正を加えた

×目元がはっきりしない（眼鏡のレンズに光が反射、眼鏡のフレームが目にかかって

いる、髪が目にかかっている等） ×カラーコンタクトや瞳を大きく見せるコンタ

クトを装着 ×頭髪、着衣と背景が同一色で境目が不明瞭 ×背景に影・柄がある、

均一でない、椅子などが写っている ×ヘアバンド、マスクなどで頭部や顔を覆っ

ている×髪や衣服で頬や顎等の顔の輪郭が隠れている ×顔に影がある

×平常の表情と大きく異なる（笑顔で歯が見える･口角があがる･目を細める等）

×斜め上から撮るなど正面から撮影していない

◎日本国旅券（有効旅券又は失効後６か月以内のもの） ◎運転免許証

◎船員手帳 ◎海技免状 ◎マイナンバーカード（個人番号カード）

◎住民基本台帳カード（写真付） ◎猟銃・空気銃所持許可証

◎宅地建物取引士証 ◎電気工事士免状 ◎無線従事者免許証

◎官公庁職員身分証明書（写真付）◎身体障害者手帳（写真貼替防止あり）

◎運転経歴証明書（平成 24 年４月以降発行のもの）

静岡県パスポート(旅券)
申請のごあんない
(紙申請用) 2024年4月1日現在

●この「ごあんない」は、次の場合の旅券発給申請の内容です。

①旅券を初めて申請する場合

②前の旅券が期限切れの場合

③有効期間の残りが１年未満となった場合

④旅券の査証欄に余白がなくなった場合

⑤旅券の記載事項（氏名・本籍地）に変更のあった場合

※これ以外の旅券発給申請や有効中の旅券を紛失された場合

の届出等の手続きは、旅券窓口にお問い合わせください。

●静岡県内の窓口で旅券を申請できるのは、原則として

静静岡岡県県内内にに住住民民登登録録ししてていいるる方方です。

申申請請にに必必要要なな書書類類 ◆◆申申請請はは県県内内各各市市町町のの旅旅券券窓窓口口でですす。。

11 一一般般旅旅券券発発給給申申請請書書 ll

・10 年用と 5年用の２種類があります。（18 歳未満の方は 5年用のみ申請できます。）

・用紙は旅券窓口にあります。（申請者本人の記入欄（直筆）があります）

・書き方は記入例（裏）を参考にしてください。

・ダウンロード申請書で申請することもできます。詳しい利用方法は外務省ホームページ

（「パスポート申請書ダウンロード」で検索）をご覧ください。

l22 戸戸籍籍謄謄本本････････････････････11通通

(全部事項証明書)
※※記記載載内内容容がが最最新新でで発発行行日日かからら６６かか月月
以以内内ののもものの

・有有効効中中のの旅旅券券をを新新ししいい旅旅券券にに切切りり替替ええるる場場合合でで、、氏氏名名やや本本籍籍のの都都道道府府県県名名にに変変更更ののなないい方方

はは、、原原則則省省略略ででききまますす。。変更のある方で、戸籍謄本では変更の経緯が確認できない場合、

併せて原戸籍や除籍謄本が必要となることがあります。

・同一戸籍内にある複数人が同時に申請する場合は戸戸籍籍謄謄本本１１通通で共用できます。

33 写写真真････････････････････････････１１枚枚

※※申申請請日日前前 66 かか月月以以内内にに撮撮影影さされれたたもものの

※※貼貼ららずずににおお持持ちちくくだだささいい。。

・無無背背景景（（影影・・柄柄・・ググララデデーーシショョンンななしし））・・無無帽帽・・正正面面向向きき

・申請者本人のみの写真 ・ふちなしで左図の各寸法を満たすもの

・写真はそのまま旅券に転写されます。（カラー・白黒どちらも可）

※※旅旅券券はは海海外外ににおおいいてて唯唯一一のの国国際際的的身身分分証証明明書書でであありり、、旅旅券券のの写写真真はは本本人人確確認認ををすするる上上でで重重

要要ととななりりまますす。。規規格格外外のの写写真真ななどど不不適適当当なな写写真真はは受受付付ででききまませせんん。。

また、受付後、審査によって写真の撮り直しをお願いする場合があります。

※ボックス写真機で撮影する場合は規格にあうよう十分注意してください。

44 本本人人確確認認書書類類･･････①①又又はは②② l
※※有有効効中中のの原原本本（（ココピピーー不不可可））

※※記記載載内内容容がが正正ししいいもものの

（変更事項があれば訂正済であること）

※代理人が提出する場合は、申請

者・代理人それぞれの本人確認

書類が必要です。

※申請日現在、小学生以下の方は、

｢法定代理人（親権者）の本人確

認書類（①又は②）｣でもかまい

ません。

※該当する書類がない方は、事前

に各市町旅券窓口にお問い合わ

せください。

① 次のものから１点

② ①がない場合は次のものから２点(ア＋ア)又は(ア＋イ） ※（イ＋イ）は不可

55 前前回回取取得得ししたた旅旅券券 lll ・有効期間内の旅券を切り替える場合、有効旅券の提出がないと申請できません。

・過去に旅券を取得した方は、失効していても、その旅券をお持ちください。

ア

(写真が貼られて

いないもの)

○国民健康保険証、健康保険証、船員保険証、共済組合員証

○国民年金・厚生年金の手帳又は証書、船員保険年金証書、

○納税証明書又は源泉徴収票（直近のもの）

○共済年金・恩給証書 ○実印と印鑑登録証明書

○本籍地の市町村発行の身分証明書

イ

(写真が貼られて

いるもの)

○会社の身分証明書（写真付） ○学生証、生徒手帳

○公の機関が発行した資格証明書（写真付）○失効旅券

○療育手帳

＜＜不不適適当当なな写写真真例例＞＞ ※写真の規格は国際規格に従い定められています。

×左図の規格に合わない ×化粧・服装等により本人確認が困難

×ピンボケ等で不鮮明 ×変色、汚れやキズがある ×画像に修正を加えた

×目元がはっきりしない（眼鏡のレンズに光が反射、眼鏡のフレームが目にかかって

いる、髪が目にかかっている等） ×カラーコンタクトや瞳を大きく見せるコンタ

クトを装着 ×頭髪、着衣と背景が同一色で境目が不明瞭 ×背景に影・柄がある、

均一でない、椅子などが写っている ×ヘアバンド、マスクなどで頭部や顔を覆っ

ている×髪や衣服で頬や顎等の顔の輪郭が隠れている ×顔に影がある

×平常の表情と大きく異なる（笑顔で歯が見える･口角があがる･目を細める等）

×斜め上から撮るなど正面から撮影していない

◎日本国旅券（有効旅券又は失効後６か月以内のもの） ◎運転免許証

◎船員手帳 ◎海技免状 ◎マイナンバーカード（個人番号カード）

◎住民基本台帳カード（写真付） ◎猟銃・空気銃所持許可証

◎宅地建物取引士証 ◎電気工事士免状 ◎無線従事者免許証

◎官公庁職員身分証明書（写真付）◎身体障害者手帳（写真貼替防止あり）

◎運転経歴証明書（平成 24 年４月以降発行のもの）

静岡県パスポート(旅券)
申請のごあんない
(紙申請用) 2024年4月1日現在

・旅券を紛失・焼失した方は事前に窓口へお問い合わせください。

66 住住民民票票 （（発発行行日日かからら６６かか月月以以内内ののもものの））
・・住住民民登登録録ししたた市市町町でで申申請請すするる場場合合はは不不要要でですす。。

・・ママイイナナンンババーー（（個個人人番番号号））のの記記載載ののなないいももののををごご用用意意くくだだささいい。。

・旅券を紛失・焼失した方は事前に窓口へお問い合わせください。

66 住住民民票票 （（発発行行日日かからら６６かか月月以以内内ののもものの））
・・住住民民登登録録ししたた市市町町でで申申請請すするる場場合合はは不不要要でですす。。

・・ママイイナナンンババーー（（個個人人番番号号））のの記記載載ののなないいももののををごご用用意意くくだだささいい。。

・旅券を紛失・焼失した方は事前に窓口へお問い合わせください。

66 住住民民票票 （（発発行行日日かからら６６かか月月以以内内ののもものの））
・・住住民民登登録録ししたた市市町町でで申申請請すするる場場合合はは不不要要でですす。。

・・ママイイナナンンババーー（（個個人人番番号号））のの記記載載ののなないいももののををごご用用意意くくだだささいい。。

●この「ごあんない」は、次の場合の旅券発給申請の内容です。

①旅券を初めて申請する場合

②前の旅券が期限切れの場合

③有効期間の残りが１年未満となった場合

④旅券の査証欄に余白がなくなった場合

⑤旅券の記載事項（氏名・本籍地）に変更のあった場合

※これ以外の旅券発給申請や有効中の旅券を紛失された場合

の届出等の手続きは、旅券窓口にお問い合わせください。

●静岡県内の窓口で旅券を申請できるのは、原則として

静静岡岡県県内内にに住住民民登登録録ししてていいるる方方です。

申申請請にに必必要要なな書書類類 ◆◆申申請請はは県県内内各各市市町町のの旅旅券券窓窓口口でですす。。

11 一一般般旅旅券券発発給給申申請請書書 ll

・10 年用と 5年用の２種類があります。（18 歳未満の方は 5年用のみ申請できます。）

・用紙は旅券窓口にあります。（申請者本人の記入欄（直筆）があります）

・書き方は記入例（裏）を参考にしてください。

・ダウンロード申請書で申請することもできます。詳しい利用方法は外務省ホームページ

（「パスポート申請書ダウンロード」で検索）をご覧ください。

l22 戸戸籍籍謄謄本本････････････････････11通通

(全部事項証明書)
※※記記載載内内容容がが最最新新でで発発行行日日かからら６６かか月月
以以内内ののもものの

・有有効効中中のの旅旅券券をを新新ししいい旅旅券券にに切切りり替替ええるる場場合合でで、、氏氏名名やや本本籍籍のの都都道道府府県県名名にに変変更更ののなないい方方

はは、、原原則則省省略略ででききまますす。。変更のある方で、戸籍謄本では変更の経緯が確認できない場合、

併せて原戸籍や除籍謄本が必要となることがあります。

・同一戸籍内にある複数人が同時に申請する場合は戸戸籍籍謄謄本本１１通通で共用できます。

33 写写真真････････････････････････････１１枚枚

※※申申請請日日前前 66 かか月月以以内内にに撮撮影影さされれたたもものの

※※貼貼ららずずににおお持持ちちくくだだささいい。。

・無無背背景景（（影影・・柄柄・・ググララデデーーシショョンンななしし））・・無無帽帽・・正正面面向向きき

・申請者本人のみの写真 ・ふちなしで左図の各寸法を満たすもの

・写真はそのまま旅券に転写されます。（カラー・白黒どちらも可）

※※旅旅券券はは海海外外ににおおいいてて唯唯一一のの国国際際的的身身分分証証明明書書でであありり、、旅旅券券のの写写真真はは本本人人確確認認ををすするる上上でで重重

要要ととななりりまますす。。規規格格外外のの写写真真ななどど不不適適当当なな写写真真はは受受付付ででききまませせんん。。

また、受付後、審査によって写真の撮り直しをお願いする場合があります。

※ボックス写真機で撮影する場合は規格にあうよう十分注意してください。

44 本本人人確確認認書書類類･･････①①又又はは②② l
※※有有効効中中のの原原本本（（ココピピーー不不可可））

※※記記載載内内容容がが正正ししいいもものの

（変更事項があれば訂正済であること）

※代理人が提出する場合は、申請

者・代理人それぞれの本人確認

書類が必要です。

※申請日現在、小学生以下の方は、

｢法定代理人（親権者）の本人確

認書類（①又は②）｣でもかまい

ません。

※該当する書類がない方は、事前

に各市町旅券窓口にお問い合わ

せください。

① 次のものから１点

② ①がない場合は次のものから２点(ア＋ア)又は(ア＋イ） ※（イ＋イ）は不可

55 前前回回取取得得ししたた旅旅券券 lll ・有効期間内の旅券を切り替える場合、有効旅券の提出がないと申請できません。

・過去に旅券を取得した方は、失効していても、その旅券をお持ちください。

ア

(写真が貼られて

いないもの)

○国民健康保険証、健康保険証、船員保険証、共済組合員証

○国民年金・厚生年金の手帳又は証書、船員保険年金証書、

○納税証明書又は源泉徴収票（直近のもの）

○共済年金・恩給証書 ○実印と印鑑登録証明書

○本籍地の市町村発行の身分証明書

イ

(写真が貼られて

いるもの)

○会社の身分証明書（写真付） ○学生証、生徒手帳

○公の機関が発行した資格証明書（写真付）○失効旅券

○療育手帳

＜＜不不適適当当なな写写真真例例＞＞ ※写真の規格は国際規格に従い定められています。

×左図の規格に合わない ×化粧・服装等により本人確認が困難

×ピンボケ等で不鮮明 ×変色、汚れやキズがある ×画像に修正を加えた

×目元がはっきりしない（眼鏡のレンズに光が反射、眼鏡のフレームが目にかかって

いる、髪が目にかかっている等） ×カラーコンタクトや瞳を大きく見せるコンタ

クトを装着 ×頭髪、着衣と背景が同一色で境目が不明瞭 ×背景に影・柄がある、

均一でない、椅子などが写っている ×ヘアバンド、マスクなどで頭部や顔を覆っ

ている×髪や衣服で頬や顎等の顔の輪郭が隠れている ×顔に影がある

×平常の表情と大きく異なる（笑顔で歯が見える･口角があがる･目を細める等）

×斜め上から撮るなど正面から撮影していない

◎日本国旅券（有効旅券又は失効後６か月以内のもの） ◎運転免許証

◎船員手帳 ◎海技免状 ◎マイナンバーカード（個人番号カード）

◎住民基本台帳カード（写真付） ◎猟銃・空気銃所持許可証

◎宅地建物取引士証 ◎電気工事士免状 ◎無線従事者免許証

◎官公庁職員身分証明書（写真付）◎身体障害者手帳（写真貼替防止あり）

◎運転経歴証明書（平成 24 年４月以降発行のもの）

静岡県パスポート(旅券)
申請のごあんない
(紙申請用) 2024年4月1日現在

●この「ごあんない」は、次の場合の旅券発給申請の内容です。

①旅券を初めて申請する場合

②前の旅券が期限切れの場合

③有効期間の残りが１年未満となった場合

④旅券の査証欄に余白がなくなった場合

⑤旅券の記載事項（氏名・本籍地）に変更のあった場合

※これ以外の旅券発給申請や有効中の旅券を紛失された場合

の届出等の手続きは、旅券窓口にお問い合わせください。

●静岡県内の窓口で旅券を申請できるのは、原則として

静静岡岡県県内内にに住住民民登登録録ししてていいるる方方です。

申申請請にに必必要要なな書書類類 ◆◆申申請請はは県県内内各各市市町町のの旅旅券券窓窓口口でですす。。
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・10 年用と 5年用の２種類があります。（18 歳未満の方は 5年用のみ申請できます。）

・用紙は旅券窓口にあります。（申請者本人の記入欄（直筆）があります）

・書き方は記入例（裏）を参考にしてください。

・ダウンロード申請書で申請することもできます。詳しい利用方法は外務省ホームページ

（「パスポート申請書ダウンロード」で検索）をご覧ください。

l22 戸戸籍籍謄謄本本････････････････････11通通

(全部事項証明書)
※※記記載載内内容容がが最最新新でで発発行行日日かからら６６かか月月
以以内内ののもものの

・有有効効中中のの旅旅券券をを新新ししいい旅旅券券にに切切りり替替ええるる場場合合でで、、氏氏名名やや本本籍籍のの都都道道府府県県名名にに変変更更ののなないい方方

はは、、原原則則省省略略ででききまますす。。変更のある方で、戸籍謄本では変更の経緯が確認できない場合、

併せて原戸籍や除籍謄本が必要となることがあります。

・同一戸籍内にある複数人が同時に申請する場合は戸戸籍籍謄謄本本１１通通で共用できます。

33 写写真真････････････････････････････１１枚枚

※※申申請請日日前前 66 かか月月以以内内にに撮撮影影さされれたたもものの

※※貼貼ららずずににおお持持ちちくくだだささいい。。

・無無背背景景（（影影・・柄柄・・ググララデデーーシショョンンななしし））・・無無帽帽・・正正面面向向きき

・申請者本人のみの写真 ・ふちなしで左図の各寸法を満たすもの

・写真はそのまま旅券に転写されます。（カラー・白黒どちらも可）

※※旅旅券券はは海海外外ににおおいいてて唯唯一一のの国国際際的的身身分分証証明明書書でであありり、、旅旅券券のの写写真真はは本本人人確確認認ををすするる上上でで重重

要要ととななりりまますす。。規規格格外外のの写写真真ななどど不不適適当当なな写写真真はは受受付付ででききまませせんん。。

また、受付後、審査によって写真の撮り直しをお願いする場合があります。

※ボックス写真機で撮影する場合は規格にあうよう十分注意してください。

44 本本人人確確認認書書類類･･････①①又又はは②② l
※※有有効効中中のの原原本本（（ココピピーー不不可可））

※※記記載載内内容容がが正正ししいいもものの

（変更事項があれば訂正済であること）

※代理人が提出する場合は、申請

者・代理人それぞれの本人確認

書類が必要です。

※申請日現在、小学生以下の方は、

｢法定代理人（親権者）の本人確

認書類（①又は②）｣でもかまい

ません。

※該当する書類がない方は、事前

に各市町旅券窓口にお問い合わ

せください。

① 次のものから１点

② ①がない場合は次のものから２点(ア＋ア)又は(ア＋イ） ※（イ＋イ）は不可

55 前前回回取取得得ししたた旅旅券券 lll ・有効期間内の旅券を切り替える場合、有効旅券の提出がないと申請できません。

・過去に旅券を取得した方は、失効していても、その旅券をお持ちください。

ア

(写真が貼られて

いないもの)

○国民健康保険証、健康保険証、船員保険証、共済組合員証

○国民年金・厚生年金の手帳又は証書、船員保険年金証書、

○納税証明書又は源泉徴収票（直近のもの）

○共済年金・恩給証書 ○実印と印鑑登録証明書

○本籍地の市町村発行の身分証明書

イ

(写真が貼られて

いるもの)

○会社の身分証明書（写真付） ○学生証、生徒手帳

○公の機関が発行した資格証明書（写真付）○失効旅券

○療育手帳

＜＜不不適適当当なな写写真真例例＞＞ ※写真の規格は国際規格に従い定められています。

×左図の規格に合わない ×化粧・服装等により本人確認が困難

×ピンボケ等で不鮮明 ×変色、汚れやキズがある ×画像に修正を加えた

×目元がはっきりしない（眼鏡のレンズに光が反射、眼鏡のフレームが目にかかって

いる、髪が目にかかっている等） ×カラーコンタクトや瞳を大きく見せるコンタ

クトを装着 ×頭髪、着衣と背景が同一色で境目が不明瞭 ×背景に影・柄がある、

均一でない、椅子などが写っている ×ヘアバンド、マスクなどで頭部や顔を覆っ

ている×髪や衣服で頬や顎等の顔の輪郭が隠れている ×顔に影がある

×平常の表情と大きく異なる（笑顔で歯が見える･口角があがる･目を細める等）

×斜め上から撮るなど正面から撮影していない

◎日本国旅券（有効旅券又は失効後６か月以内のもの） ◎運転免許証

◎船員手帳 ◎海技免状 ◎マイナンバーカード（個人番号カード）

◎住民基本台帳カード（写真付） ◎猟銃・空気銃所持許可証

◎宅地建物取引士証 ◎電気工事士免状 ◎無線従事者免許証

◎官公庁職員身分証明書（写真付）◎身体障害者手帳（写真貼替防止あり）

◎運転経歴証明書（平成 24 年４月以降発行のもの）

静岡県パスポート(旅券)
申請のごあんない
(紙申請用) 2024年4月1日現在

●この「ごあんない」は、次の場合の旅券発給申請の内容です。

①旅券を初めて申請する場合

②前の旅券が期限切れの場合

③有効期間の残りが１年未満となった場合

④旅券の査証欄に余白がなくなった場合

⑤旅券の記載事項（氏名・本籍地）に変更のあった場合

※これ以外の旅券発給申請や有効中の旅券を紛失された場合

の届出等の手続きは、旅券窓口にお問い合わせください。

●静岡県内の窓口で旅券を申請できるのは、原則として

静静岡岡県県内内にに住住民民登登録録ししてていいるる方方です。

申申請請にに必必要要なな書書類類 ◆◆申申請請はは県県内内各各市市町町のの旅旅券券窓窓口口でですす。。

11 一一般般旅旅券券発発給給申申請請書書 ll

・10 年用と 5年用の２種類があります。（18 歳未満の方は 5年用のみ申請できます。）

・用紙は旅券窓口にあります。（申請者本人の記入欄（直筆）があります）

・書き方は記入例（裏）を参考にしてください。

・ダウンロード申請書で申請することもできます。詳しい利用方法は外務省ホームページ

（「パスポート申請書ダウンロード」で検索）をご覧ください。

l22 戸戸籍籍謄謄本本････････････････････11通通

(全部事項証明書)
※※記記載載内内容容がが最最新新でで発発行行日日かからら６６かか月月
以以内内ののもものの

・有有効効中中のの旅旅券券をを新新ししいい旅旅券券にに切切りり替替ええるる場場合合でで、、氏氏名名やや本本籍籍のの都都道道府府県県名名にに変変更更ののなないい方方

はは、、原原則則省省略略ででききまますす。。変更のある方で、戸籍謄本では変更の経緯が確認できない場合、

併せて原戸籍や除籍謄本が必要となることがあります。

・同一戸籍内にある複数人が同時に申請する場合は戸戸籍籍謄謄本本１１通通で共用できます。

33 写写真真････････････････････････････１１枚枚

※※申申請請日日前前 66 かか月月以以内内にに撮撮影影さされれたたもものの

※※貼貼ららずずににおお持持ちちくくだだささいい。。

・無無背背景景（（影影・・柄柄・・ググララデデーーシショョンンななしし））・・無無帽帽・・正正面面向向きき

・申請者本人のみの写真 ・ふちなしで左図の各寸法を満たすもの

・写真はそのまま旅券に転写されます。（カラー・白黒どちらも可）

※※旅旅券券はは海海外外ににおおいいてて唯唯一一のの国国際際的的身身分分証証明明書書でであありり、、旅旅券券のの写写真真はは本本人人確確認認ををすするる上上でで重重

要要ととななりりまますす。。規規格格外外のの写写真真ななどど不不適適当当なな写写真真はは受受付付ででききまませせんん。。

また、受付後、審査によって写真の撮り直しをお願いする場合があります。

※ボックス写真機で撮影する場合は規格にあうよう十分注意してください。

44 本本人人確確認認書書類類･･････①①又又はは②② l
※※有有効効中中のの原原本本（（ココピピーー不不可可））

※※記記載載内内容容がが正正ししいいもものの

（変更事項があれば訂正済であること）

※代理人が提出する場合は、申請

者・代理人それぞれの本人確認

書類が必要です。

※申請日現在、小学生以下の方は、

｢法定代理人（親権者）の本人確

認書類（①又は②）｣でもかまい

ません。

※該当する書類がない方は、事前

に各市町旅券窓口にお問い合わ

せください。

① 次のものから１点

② ①がない場合は次のものから２点(ア＋ア)又は(ア＋イ） ※（イ＋イ）は不可

55 前前回回取取得得ししたた旅旅券券 lll ・有効期間内の旅券を切り替える場合、有効旅券の提出がないと申請できません。

・過去に旅券を取得した方は、失効していても、その旅券をお持ちください。

ア

(写真が貼られて

いないもの)

○国民健康保険証、健康保険証、船員保険証、共済組合員証

○国民年金・厚生年金の手帳又は証書、船員保険年金証書、

○納税証明書又は源泉徴収票（直近のもの）

○共済年金・恩給証書 ○実印と印鑑登録証明書

○本籍地の市町村発行の身分証明書

イ

(写真が貼られて

いるもの)

○会社の身分証明書（写真付） ○学生証、生徒手帳

○公の機関が発行した資格証明書（写真付）○失効旅券

○療育手帳

＜＜不不適適当当なな写写真真例例＞＞ ※写真の規格は国際規格に従い定められています。

×左図の規格に合わない ×化粧・服装等により本人確認が困難

×ピンボケ等で不鮮明 ×変色、汚れやキズがある ×画像に修正を加えた

×目元がはっきりしない（眼鏡のレンズに光が反射、眼鏡のフレームが目にかかって

いる、髪が目にかかっている等） ×カラーコンタクトや瞳を大きく見せるコンタ

クトを装着 ×頭髪、着衣と背景が同一色で境目が不明瞭 ×背景に影・柄がある、

均一でない、椅子などが写っている ×ヘアバンド、マスクなどで頭部や顔を覆っ

ている×髪や衣服で頬や顎等の顔の輪郭が隠れている ×顔に影がある

×平常の表情と大きく異なる（笑顔で歯が見える･口角があがる･目を細める等）

×斜め上から撮るなど正面から撮影していない

◎日本国旅券（有効旅券又は失効後６か月以内のもの） ◎運転免許証

◎船員手帳 ◎海技免状 ◎マイナンバーカード（個人番号カード）

◎住民基本台帳カード（写真付） ◎猟銃・空気銃所持許可証

◎宅地建物取引士証 ◎電気工事士免状 ◎無線従事者免許証

◎官公庁職員身分証明書（写真付）◎身体障害者手帳（写真貼替防止あり）

◎運転経歴証明書（平成 24 年４月以降発行のもの）

静岡県パスポート(旅券)
申請のごあんない
(紙申請用) 2024年4月1日現在

●この「ごあんない」は、次の場合の旅券発給申請の内容です。

①旅券を初めて申請する場合

②前の旅券が期限切れの場合

③有効期間の残りが１年未満となった場合

④旅券の査証欄に余白がなくなった場合

⑤旅券の記載事項（氏名・本籍地）に変更のあった場合

※これ以外の旅券発給申請や有効中の旅券を紛失された場合

の届出等の手続きは、旅券窓口にお問い合わせください。

●静岡県内の窓口で旅券を申請できるのは、原則として

静静岡岡県県内内にに住住民民登登録録ししてていいるる方方です。

申申請請にに必必要要なな書書類類 ◆◆申申請請はは県県内内各各市市町町のの旅旅券券窓窓口口でですす。。

11 一一般般旅旅券券発発給給申申請請書書 ll

・10 年用と 5年用の２種類があります。（18 歳未満の方は 5年用のみ申請できます。）

・用紙は旅券窓口にあります。（申請者本人の記入欄（直筆）があります）

・書き方は記入例（裏）を参考にしてください。

・ダウンロード申請書で申請することもできます。詳しい利用方法は外務省ホームページ

（「パスポート申請書ダウンロード」で検索）をご覧ください。

l22 戸戸籍籍謄謄本本････････････････････11通通

(全部事項証明書)
※※記記載載内内容容がが最最新新でで発発行行日日かからら６６かか月月
以以内内ののもものの

・有有効効中中のの旅旅券券をを新新ししいい旅旅券券にに切切りり替替ええるる場場合合でで、、氏氏名名やや本本籍籍のの都都道道府府県県名名にに変変更更ののなないい方方

はは、、原原則則省省略略ででききまますす。。変更のある方で、戸籍謄本では変更の経緯が確認できない場合、

併せて原戸籍や除籍謄本が必要となることがあります。

・同一戸籍内にある複数人が同時に申請する場合は戸戸籍籍謄謄本本１１通通で共用できます。

33 写写真真････････････････････････････１１枚枚

※※申申請請日日前前 66 かか月月以以内内にに撮撮影影さされれたたもものの

※※貼貼ららずずににおお持持ちちくくだだささいい。。

・無無背背景景（（影影・・柄柄・・ググララデデーーシショョンンななしし））・・無無帽帽・・正正面面向向きき

・申請者本人のみの写真 ・ふちなしで左図の各寸法を満たすもの

・写真はそのまま旅券に転写されます。（カラー・白黒どちらも可）

※※旅旅券券はは海海外外ににおおいいてて唯唯一一のの国国際際的的身身分分証証明明書書でであありり、、旅旅券券のの写写真真はは本本人人確確認認ををすするる上上でで重重

要要ととななりりまますす。。規規格格外外のの写写真真ななどど不不適適当当なな写写真真はは受受付付ででききまませせんん。。

また、受付後、審査によって写真の撮り直しをお願いする場合があります。

※ボックス写真機で撮影する場合は規格にあうよう十分注意してください。

44 本本人人確確認認書書類類･･････①①又又はは②② l
※※有有効効中中のの原原本本（（ココピピーー不不可可））

※※記記載載内内容容がが正正ししいいもものの

（変更事項があれば訂正済であること）

※代理人が提出する場合は、申請

者・代理人それぞれの本人確認

書類が必要です。

※申請日現在、小学生以下の方は、

｢法定代理人（親権者）の本人確

認書類（①又は②）｣でもかまい

ません。

※該当する書類がない方は、事前

に各市町旅券窓口にお問い合わ

せください。

① 次のものから１点

② ①がない場合は次のものから２点(ア＋ア)又は(ア＋イ） ※（イ＋イ）は不可

55 前前回回取取得得ししたた旅旅券券 lll ・有効期間内の旅券を切り替える場合、有効旅券の提出がないと申請できません。

・過去に旅券を取得した方は、失効していても、その旅券をお持ちください。

ア

(写真が貼られて

いないもの)

○国民健康保険証、健康保険証、船員保険証、共済組合員証

○国民年金・厚生年金の手帳又は証書、船員保険年金証書、

○納税証明書又は源泉徴収票（直近のもの）

○共済年金・恩給証書 ○実印と印鑑登録証明書

○本籍地の市町村発行の身分証明書

イ

(写真が貼られて

いるもの)

○会社の身分証明書（写真付） ○学生証、生徒手帳

○公の機関が発行した資格証明書（写真付）○失効旅券

○療育手帳

＜＜不不適適当当なな写写真真例例＞＞ ※写真の規格は国際規格に従い定められています。

×左図の規格に合わない ×化粧・服装等により本人確認が困難

×ピンボケ等で不鮮明 ×変色、汚れやキズがある ×画像に修正を加えた

×目元がはっきりしない（眼鏡のレンズに光が反射、眼鏡のフレームが目にかかって

いる、髪が目にかかっている等） ×カラーコンタクトや瞳を大きく見せるコンタ

クトを装着 ×頭髪、着衣と背景が同一色で境目が不明瞭 ×背景に影・柄がある、

均一でない、椅子などが写っている ×ヘアバンド、マスクなどで頭部や顔を覆っ

ている×髪や衣服で頬や顎等の顔の輪郭が隠れている ×顔に影がある

×平常の表情と大きく異なる（笑顔で歯が見える･口角があがる･目を細める等）

×斜め上から撮るなど正面から撮影していない

◎日本国旅券（有効旅券又は失効後６か月以内のもの） ◎運転免許証

◎船員手帳 ◎海技免状 ◎マイナンバーカード（個人番号カード）

◎住民基本台帳カード（写真付） ◎猟銃・空気銃所持許可証

◎宅地建物取引士証 ◎電気工事士免状 ◎無線従事者免許証

◎官公庁職員身分証明書（写真付）◎身体障害者手帳（写真貼替防止あり）

◎運転経歴証明書（平成 24 年４月以降発行のもの）

静岡県パスポート(旅券)
申請のごあんない
(紙申請用) 2024年4月1日現在

●この「ごあんない」は、次の場合の旅券発給申請の内容です。

①旅券を初めて申請する場合

②前の旅券が期限切れの場合

③有効期間の残りが１年未満となった場合

④旅券の査証欄に余白がなくなった場合

⑤旅券の記載事項（氏名・本籍地）に変更のあった場合

※これ以外の旅券発給申請や有効中の旅券を紛失された場合

の届出等の手続きは、旅券窓口にお問い合わせください。

●静岡県内の窓口で旅券を申請できるのは、原則として

静静岡岡県県内内にに住住民民登登録録ししてていいるる方方です。

申申請請にに必必要要なな書書類類 ◆◆申申請請はは県県内内各各市市町町のの旅旅券券窓窓口口でですす。。

11 一一般般旅旅券券発発給給申申請請書書 ll

・10 年用と 5年用の２種類があります。（18 歳未満の方は 5年用のみ申請できます。）

・用紙は旅券窓口にあります。（申請者本人の記入欄（直筆）があります）

・書き方は記入例（裏）を参考にしてください。

・ダウンロード申請書で申請することもできます。詳しい利用方法は外務省ホームページ

（「パスポート申請書ダウンロード」で検索）をご覧ください。

l22 戸戸籍籍謄謄本本････････････････････11通通

(全部事項証明書)
※※記記載載内内容容がが最最新新でで発発行行日日かからら６６かか月月
以以内内ののもものの

・有有効効中中のの旅旅券券をを新新ししいい旅旅券券にに切切りり替替ええるる場場合合でで、、氏氏名名やや本本籍籍のの都都道道府府県県名名にに変変更更ののなないい方方

はは、、原原則則省省略略ででききまますす。。変更のある方で、戸籍謄本では変更の経緯が確認できない場合、

併せて原戸籍や除籍謄本が必要となることがあります。

・同一戸籍内にある複数人が同時に申請する場合は戸戸籍籍謄謄本本１１通通で共用できます。

33 写写真真････････････････････････････１１枚枚

※※申申請請日日前前 66 かか月月以以内内にに撮撮影影さされれたたもものの

※※貼貼ららずずににおお持持ちちくくだだささいい。。

・無無背背景景（（影影・・柄柄・・ググララデデーーシショョンンななしし））・・無無帽帽・・正正面面向向きき

・申請者本人のみの写真 ・ふちなしで左図の各寸法を満たすもの

・写真はそのまま旅券に転写されます。（カラー・白黒どちらも可）

※※旅旅券券はは海海外外ににおおいいてて唯唯一一のの国国際際的的身身分分証証明明書書でであありり、、旅旅券券のの写写真真はは本本人人確確認認ををすするる上上でで重重

要要ととななりりまますす。。規規格格外外のの写写真真ななどど不不適適当当なな写写真真はは受受付付ででききまませせんん。。

また、受付後、審査によって写真の撮り直しをお願いする場合があります。

※ボックス写真機で撮影する場合は規格にあうよう十分注意してください。

44 本本人人確確認認書書類類･･････①①又又はは②② l
※※有有効効中中のの原原本本（（ココピピーー不不可可））

※※記記載載内内容容がが正正ししいいもものの

（変更事項があれば訂正済であること）

※代理人が提出する場合は、申請

者・代理人それぞれの本人確認

書類が必要です。

※申請日現在、小学生以下の方は、

｢法定代理人（親権者）の本人確

認書類（①又は②）｣でもかまい

ません。

※該当する書類がない方は、事前

に各市町旅券窓口にお問い合わ

せください。

① 次のものから１点

② ①がない場合は次のものから２点(ア＋ア)又は(ア＋イ） ※（イ＋イ）は不可

55 前前回回取取得得ししたた旅旅券券 lll ・有効期間内の旅券を切り替える場合、有効旅券の提出がないと申請できません。

・過去に旅券を取得した方は、失効していても、その旅券をお持ちください。

ア

(写真が貼られて

いないもの)

○国民健康保険証、健康保険証、船員保険証、共済組合員証

○国民年金・厚生年金の手帳又は証書、船員保険年金証書、

○納税証明書又は源泉徴収票（直近のもの）

○共済年金・恩給証書 ○実印と印鑑登録証明書

○本籍地の市町村発行の身分証明書

イ

(写真が貼られて

いるもの)

○会社の身分証明書（写真付） ○学生証、生徒手帳

○公の機関が発行した資格証明書（写真付）○失効旅券

○療育手帳

＜＜不不適適当当なな写写真真例例＞＞ ※写真の規格は国際規格に従い定められています。

×左図の規格に合わない ×化粧・服装等により本人確認が困難

×ピンボケ等で不鮮明 ×変色、汚れやキズがある ×画像に修正を加えた

×目元がはっきりしない（眼鏡のレンズに光が反射、眼鏡のフレームが目にかかって

いる、髪が目にかかっている等） ×カラーコンタクトや瞳を大きく見せるコンタ

クトを装着 ×頭髪、着衣と背景が同一色で境目が不明瞭 ×背景に影・柄がある、

均一でない、椅子などが写っている ×ヘアバンド、マスクなどで頭部や顔を覆っ

ている×髪や衣服で頬や顎等の顔の輪郭が隠れている ×顔に影がある

×平常の表情と大きく異なる（笑顔で歯が見える･口角があがる･目を細める等）

×斜め上から撮るなど正面から撮影していない

◎日本国旅券（有効旅券又は失効後６か月以内のもの） ◎運転免許証

◎船員手帳 ◎海技免状 ◎マイナンバーカード（個人番号カード）

◎住民基本台帳カード（写真付） ◎猟銃・空気銃所持許可証

◎宅地建物取引士証 ◎電気工事士免状 ◎無線従事者免許証

◎官公庁職員身分証明書（写真付）◎身体障害者手帳（写真貼替防止あり）

◎運転経歴証明書（平成 24 年４月以降発行のもの）

静岡県パスポート(旅券)
申請のごあんない
(紙申請用) 2024年4月1日現在



ヘヘボボンン式式ロローーママ字字のの書書きき方方
○○ 申申請請書書のの写写真真右右側側のの氏氏名名欄欄ににはは、、ここののロローーママ字字でで記記載載ししててくくだだささいい。。 はは間間違違いいややすすいい表表記記でですす。。

○○ 氏氏名名にに撥撥音音（（んん））・・促促音音（（っっ））・・長長音音がが含含ままれれるる場場合合はは、、表表下下のの例例をを参参照照ししててくくだだささいい。。

撥音（ん） Ｎで表す 例： ほんだ ＨＯＮＤＡ、 しんじ ＳＨＩＮＪＩ
※ 但し、Ｂ、Ｍ、Ｐの前にはＮの代りにＭをおく。

例： しんば ＳＨＩＭＢＡ、 ほんま ＨＯＭＭＡ、 しんぺい ＳHIＭＰＥＩ

促音（っ） ① 子音を重ねる 例： はっとり ＨＡＴＴＯＲＩ、 きっかわ ＫＩＫＫＡＷＡ
② 但し、ＣＨＡ、ＣＨＩ、ＣＨＵ、ＣＨＯの前はＴを加える。 例： ほっち ＨＯＴＣＨＩ、はっちょう ＨＡＴＣＨＯ

長音（－） のばす発音の 「Ｏ」、「Ｕ」は記入しない
例： おおた ＯＴＡ、 かとう ＫＡＴＯ、 ようこ ＹＯＫＯ、 ゆうき ＹＵＫＩ、 しゅうじ ＳＨＵＪＩ
※ O音をのばす場合は、「ＯＨ」の長音表記の選択が可能です。（選択後は変更不可）
例： おおた ＯＨＴＡ、 かとう ＫＡＴＯＨ、 ようこ ＹＯＨＫＯ

【【重重 要要】】氏氏名名ののロローーママ字字表表記記はは、、一一度度パパススポポーートトのの発発給給をを受受けけるるとと、、原原則則、、変変更更ででききまませせんん。。

あ Ａ い Ｉ う Ｕ え Ｅ お Ｏ きゃ ＫＹＡ きゅ ＫＹＵ きょ ＫＹＯ

か KA き ＫＩ く ＫＵ け ＫＥ こ ＫＯ しゃ ＳＨＡ しゅ ＳＨＵ しょ ＳＨＯ

さ ＳＡ し ＳＨＩ す ＳＵ せ ＳＥ そ ＳＯ ちゃ ＣＨＡ ちゅ ＣＨＵ ちょ ＣＨＯ

た ＴＡ ち ＣＨＩ つ ＴＳＵ て ＴＥ と ＴＯ にゃ ＮＹＡ にゅ ＮＹＵ にょ ＮＹＯ

な ＮＡ に ＮＩ ぬ ＮＵ ね ＮＥ の ＮＯ ひゃ ＨＹＡ ひゅ ＨＹＵ ひょ ＨＹＯ

は ＨＡ ひ ＨＩ ふ ＦＵ へ ＨＥ ほ ＨＯ みゃ ＭＹＡ みゅ ＭＹＵ みょ ＭＹＯ

ま ＭＡ み ＭＩ む ＭＵ め ＭＥ も ＭＯ りゃ ＲＹＡ りゅ ＲＹＵ りょ ＲＹＯ

や ＹＡ ゆ ＹＵ よ ＹＯ ぎゃ ＧＹＡ ぎゅ ＧＹＵ ぎょ ＧＹＯ

ら ＲＡ り ＲＩ る ＲＵ れ ＲＥ ろ ＲＯ じゃ ＪＡ じゅ ＪＵ じょ ＪＯ

わ ＷＡ を Ｏ びゃ ＢＹＡ びゅ ＢＹＵ びょ ＢＹＯ

ん Ｎ(※※Ｍ) ぴゃ ＰＹＡ ぴゅ ＰＹＵ ぴょ ＰＹＯ

が ＧＡ ぎ ＧＩ ぐ ＧＵ げ ＧＥ ご ＧＯ 外外国国式式氏氏名名ののヘヘボボンン式式ロローーママ字字のの書書きき方方

ざ ＺＡ じ ＪＩ ず ＺＵ ぜ ＺＥ ぞ ＺＯ ジェ ＪＩＥ チェ CHIE ティ ＴＥＩ ディ ＤＥＩ

だ ＤＡ ぢ ＪＩ づ ＺＵ で ＤＥ ど ＤＯ デュ DEYU ファ ＦＵＡ フィ ＦＵＩ フェ ＦＵＥ

ば ＢＡ び ＢＩ ぶ ＢＵ べ ＢＥ ぼ ＢＯ フォ ＦＵＯ ヴァ BUA又はBA ヴィ BUI 又は BI

ぱ ＰＡ ぴ ＰＩ ぷ ＰＵ ぺ ＰＥ ぽ ＰＯ ヴ ＢＵ ヴェ BUE又はBE ヴォ BUO 又は BO

※ 姓（氏）の表記についてのご注意 ※

姓（氏）のローマ字表記は、ご家族（特に直系のご親族）の綴りと異ならないよう、注意し

てください。既に、パスポート（旅券）を所持されているご家族がいる場合は、事前にご家族

の綴りの確認をお願いします。

※ ヘボン式によらない表記について ※

パスポート（旅券）の氏名表記はヘボン式ローマ字によることが原則ですが、ヘボン式によ

らないローマ字表記ができる場合があります。ヘボン式以外の表記を希望される場合は、事前

に申請される窓口へお問い合わせください。

※ 航空券の予約時等のご注意 ※

海外渡航に伴う航空券、ホテルの予約等の氏名は、パスポート（旅券）の綴りで申し込み（予

約）の手続きをしないと航空機に搭乗できない等の支障が生じます。また、海外で使用される

クレジットカードは、パスポートのローマ字綴りと一致しているもののご使用をお勧めします。

［［不不適適当当なな例例］］次次ののよよううなな写写真真はは受受付付ででききまませせんん。。

そそのの他他 背背景景のの色色がが濃濃いいもものの、、画画質質・・粒粒子子がが粗粗いいもものの、、顔顔やや背背景景にに影影がが映映っってていいるるもものの、、顔顔がが横横向向ききののもものの、、

帽帽子子やや幅幅のの広広いいヘヘアアババンンドド等等にによよりり頭頭部部がが隠隠れれてていいるるもものの等等

氏名のローマ字表記は、

一度パスポート(旅券)の

発給を受けると、原則、

変更できません。
(戸籍上の氏名の変更があった

場合を除く。)

最後に発給を受けた旅券に
ついて記入してください。

住民票どおりの住所を
記入してください。

勤務先等、昼間連絡できる
ところを記入してください。

渡航中に事故があった場合
に連絡できるところを記入
してください。

内容をよく読んで該当する
方の □ にレをつけて
ください。「はい」に該当す
る方は事前に下記へお問い
合わせください。

静岡県旅券室
０５４－２２１－３７５５

ここのの欄欄はは必必ずず申申請請者者本本人人
がが記記入入ししててくくだだささいい。。記記入入
漏漏れれやや申申請請者者以以外外のの方方
がが記記入入ししたた場場合合はは受受付付でで
ききまませせんん。。

たただだしし、、刑刑罰罰等等関関係係欄欄はは
法法定定代代理理人人がが記記入入すするるここ
ととががででききまますす。。

戸籍どおりに姓、名の順に
正確に記入してください。

ヘボン式ローマ字を用いて
活字体大文字で記入して
ください。

ててかかりりややムムララががああるるもものの 頭頭、、髪髪、、服服装装等等とと背背景景のの

境境界界がが不不明明瞭瞭ななもものの

眼眼鏡鏡ののフフレレーームムがが

目目ににかかかかっってていいるるもものの

顔顔のの輪輪郭郭がが隠隠れれるるもものの 髪髪がが目目ににかかかかっってていいるるもものの 口口角角がが上上ががるるななどどにによよりり

実実際際のの容容姿姿とと著著ししくく異異ななるるもものの

記入した署名は、そのまま旅券
に転写されます。
海外渡航で本人が実際に使用
する署名を、日本字又はローマ
字筆記体等で枠からはみ出さ
ないように、必ず申請者本人が
署名してください。

〈〈例例〉〉※※ヨヨミミカカタタ不不要要

〈〈例例〉〉乳幼児等でひらがなしか書けない場合

〈〈署署名名のの代代筆筆ににつついいてて〉〉

申請者が未就学の乳幼児等
で署名が困難な場合は、その
親権者等が代筆することが
できます。
その場合、点線より上の枠内
に申請者の氏名を記入し点
線より下の枠内に記入者の
氏名及び申請者との関係を
記入してください。
また、障害者等で自署できな
い方は事前に旅券窓口にご
相談ください。

〈〈例例〉〉乳幼児等で本人が署名できない場合

×枠からはみ出した署名
×氏名の一部が枠にかかり

欠けてしまう場合、書き直し
てもらうこともあります。

×なぞったり、かすれた署名

×姓だけ、名だけの署名
×二段書きの署名 など

所所持持人人自自署署

受受付付ででききなないい署署名名のの例例

旅券面の氏名表記をヘボ
ン式以外のローマ字にす
ることを希望する場合
は、そのローマ字を記入
してください。

（旅券の表記はヘボン式
ローマ字が原則です。ヘ
ボン式以外のローマ字を
希望する場合は、事前に
申請される窓口へお問い
合わせください。）

申請者が未成年者又は
成年被後見人の場合は、
法定代理人(親権者であ
る父もしくは母、又は
後見人)の署名が必要です。

代代理理提提出出ををすするる
場場合合はは必必ずず記記入入
ししててくくだだささいい。。

代理人
(引き受けた方)が
記入してください。

※代理人の本人確認
書類が必要です。

必ず申請者本人が
記入してください。

記記入入ししなないいででくくだだささいい。。 記記入入ししなないいででくくだだささいい。。

記記入入ししなないいででくくだだささいい。。

記記入入ししなないいででくくだだささいい。。

申申
請請
書書
はは

折折
りり
曲曲
げげ
厳厳
禁禁

記記入入例例ととごご注注意意

◎申申請請書書はは５５年年用用とと 1100 年年用用ががあありりまますすののでで、、ごご注注意意くくだだささいい。。
機機械械でで読読みみ取取りりまますすののでで、、折折っったたりり汚汚ししたたりりししなないいででくくだだささいい。。

◎申申請請書書はは黒黒又又はは青青のの濃濃いいイインンクク（（ボボーールルペペンン可可。。 消消せせるるボボーールルペペンン、、ササイインンペペンン、、裏裏写写りり
すするるペペンンはは不不可可））をを使使用用しし、、楷楷書書でで（（所所持持人人自自署署はは除除くく））てていいねねいいにに記記入入ししててくくだだささいい。。

◎記記入入ミミススししたた場場合合、、２２本本線線でで消消ししてて訂訂正正ししててくくだだささいい。。（（修修正正液液やや修修正正テテーーププはは不不可可））
たただだしし、、所所持持人人自自署署欄欄のの訂訂正正ははででききまませせんん。。

◎記記入入漏漏れれががああっったた場場合合、、受受付付ででききまませせんん。。
※※ ここのの申申請請書書はは５５年年旅旅券券用用でですすがが、、１１００年年旅旅券券をを申申請請さされれるる方方ももここのの記記入入例例をを参参考考ににししててくく

だだささいい。。
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